
市民コメントなどの市民参加手続きの実施予定をお知らせします

問い合わせ　総務課人権推進・市民活動担当

お知らせ

民生委員・児童委員の活動にご協力をお願いします

問い合わせ　生活福祉課地域福祉担当（１階⑩番窓口）

お知らせ

市民参加条例とは
　市の基本的な計画や市民に義務を課すなど
の条例等を策定するときに、市民の皆さんへ
意見を求め、その意見を計画等に反映させる
ための手続方法を定めた条例です。

民生委員・児童委員とは
　「民生委員」は、民生委員法に基づいて、厚生労働大
臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会福祉
増進のため、地域住民の立場から生活や福祉全般に関
する相談・援助を行っています。また、全ての民生委
員は、児童福祉法によって「児童委員」も兼ね、子ど
もや妊産婦に関するさまざまな相談にも応じています。
　民生委員・児童委員の中には、児童福祉に関する支
援を専門に担当する「主任児童委員」がいて、学校な
どの関係機関と連携・協力しながら活動しています。

　民生委員・児童委員は、地域の人の相談・援助を行えるよう、活動の基礎となる情報の収集を行っています。
民生委員・児童委員が伺いましたらご協力をお願いします。

どのように参加するの？
　市民参加条例の対象となる計画等を策定するときに、
市民コメント、審議会、市民集会、市民会議、アンケー
トなどの方法から一つ以上の方法で市民の皆さんから意
見を求めます。

５月12日は「民生委員・児童委員の日」です
　大正６年５月12日に、民生委員制度の源といわ
れる「済世顧問制度」が発足したことから、この日
を「民生委員・児童委員の日」としています。生活
に困窮する人々を救うため始まった制度で、現在に
至るまでさまざまな理由で生活上の課題を抱える
人々の支えになってきました。

対象施策（案件名） 市民参加の方法 実施予定時期 担当

第３期日高市まち・ひと・しごと創生総合戦略 市民コメント ７月頃（31日間） 政策秘書課
政策推進担当審議会等 ７月、８月、10月、令和８年２月

第６次日高市総合計画後期基本計画 市民コメント ７月頃（31日間）
政策秘書課
企画調整担当審議会等 ７月、８月、10月、令和８年２月

令和７年度まちづくり市民アンケート アンケート ５月
日高市学校跡地個別活用計画（旧高麗小学校） 市民コメント 令和８年２月頃（30日間） 財政課

施設管理担当日高市公共施設再編計画・長寿命化計画（仮称） 市民コメント 令和８年１月頃（30日間）

第６次日高市男女共同参画プラン 市民コメント 12月頃（30日間） 総務課
人権推進・市民活動担当審議会等 ８月～令和８年２月

地域公共交通活性化推進事業
市民コメント 11月頃（14日間）

危機管理課
交通安全・防犯担当審議会等 ６月～令和８年２月

アンケート ９月頃

第２次日高市環境基本計画（見直し） 市民コメント 12月頃（30日間）
環境課
生活環境担当

審議会等 ８月頃、令和８年１月頃

日高市排水処理基本計画（策定） 市民コメント 12月頃（30日間）
アンケート ７月頃

第８期日高市障がい者計画・障がい福祉計画・
第３期障がい児福祉計画

審議会等 令和７年度 障がい福祉課
障がい福祉担当アンケート 10月頃

第10期日高市高齢者福祉計画・介護保険事業
計画

審議会等 10月～令和９年２月 長寿いきがい課
高齢者支援担当・介護保険担当アンケート 11月

新型インフルエンザ等対策行動計画 市民コメント 令和８年１月頃（30日間） 保健相談センター
健幸のまち推進担当審議会等 ７月～令和８年３月

日高市民生委員・児童委員協議会広報紙「はとつうしん」▶

※表に記載してある実施予定時期が変更となる場合があります。詳しい日程は、市ホームページ、広報ひだか等で
お知らせします。
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広報ひだか広報ひだか令和７年５月令和７年５月


